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ビュー・ポートくれに係るサウンディング型市場調査実施要領 

 

１ 調査の名称 

  ビュー・ポートくれに係るサウンディング型市場調査（以下「本市場調査」という。） 

 

２ 調査の目的等 

(1) 背景・目的 

ビュー・ポートくれ（以下「ビュー・ポート」という。）は，一般財団法人呉海員会

館（以下「海員会館」という。）が経営する「ビュー・ポートくれホテル」（以下「ホ

テル」という。）と，呉市が所有する「呉市きんろうプラザ」（以下「プラザ」という。）

との複合建物で，平成８年４月の開館以来，多くの市民等に利用されており，海員会

館が（プラザについては指定管理者として）管理運営をしています。 

建物が築後２５年以上経過し老朽化する中で，今後の維持管理コスト等を見据えた

上で，ビュー・ポートをより利用しやすく，より効果的な運営ができるよう，海員会

館と呉市で様々な可能性について検討したいと考えています。 

以上のことから，本市場調査は，民間事業者等の皆様からビュー・ポートの活用策

について提案いただいた内容をもとに，意見交換等「対話」を実施するものです。 

(2) ホテル及びプラザの状況 

ア ホテルは，船舶乗組員等の福利厚生を増進するために海員会館が整備した施設で，

会議室等も併設しています。平成２０年度から赤字経営が続く中，種々の営業努

力や不採算部門のリストラ等の経営改善に向けた取組により改善が見られてい

ます。 

イ プラザは，会議室や大ホールなど，公共施設の貸し館及びテナント運営等を行っ

ています。１階テナント部分は，令和３年１月に呉ビールが撤退した以降，現在

２区画が空きスペースとなっています。また，２階は，旧国際交流広場が平成２

８年２月の呉市役所本庁舎の完成を機に新庁舎へ移転し，現在は未利用スペース

となっています。 

(3) 期待する事項等 

ア  海員会館及び呉市が期待する事項 

(ｱ) 民間事業者による自由な提案を募集することで，これまで気が付かなかったビ

ュー・ポートの様々な活用の可能性を幅広く検討するきっかけになることを期

待しています。 

(ｲ) 民間事業者と「対話」することにより，今後検討する公募等民間事業者のアイ

デアやノウハウ等を活かしていきたいと考えています。 

イ 民間事業者において想定される効果 

(ｱ) 対話を通じ，自らのアイデアやノウハウ等の創意工夫を，公募条件等に反映で

きる可能性があります。 

(ｲ) 公募等の正式な応募に際し，呉市の意図を十分に理解した提案が可能となりま

す。 
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３ 調査の対象 

  本市場調査の対象施設は，次のとおりです。 

  なお，詳細については，別紙１の物件説明書及び別紙２の施設概要をご覧ください。 

名称 所在・地番等 備考 

ビュー・ポートくれ 呉市中通１丁目

１番１号ほか 

敷地面積：1,606 ㎡（呉市所有地） 

建物（構造：鉄骨鉄筋コンクリート造地下１

階地上１１階） 

【ホテル】４階の一部及び５階から１１階 

【プラザ】１階から４階の一部及び立体駐 

     車場 

 

４ 調査の対話内容 

対話内容 

①活用範囲 ○ 調査対象の施設の全部利用・一部利用を問いません。 

②用途 ○ 現在の用途に限らず，幅広い視点から，実現性の高い活用策を 

自由に提案してください。ただし，提案にあたっては次のいずれ

かの項目を含んだものをお願いします。 

 ◆ ビュー・ポートを有効に活用し，事業継続していくための方法，

採算性等 

◆ 様々な人々が集い交流できる空間の提供 

◆ 周辺に点在する観光・文化・商業施設等を結び，連携できるよ

うな施設に導く事業の展開 

 ◆ その他（新規産業創出，商業振興，観光振興への貢献等） 

③事業方式 ○ 事業方式は，自由に提案してください。 

 ◆ 売買，賃借，指定管理等の別を問いません。 

 ◆ 貸借の場合は，期間及び返還方法を提案してください。 

 ◆ ＰＦＩなどの官民連携手法を想定される場合は，その旨も提案

してください。 

 

５ 調査の参加資格 

本市場調査に参加することができる民間事業者は，調査対象施設の活用主体となり得

る法人又は法人のグループとします（個人及び個人のグループによる参加はできませ

ん。）。 

なお，呉市暴力団排除条例（平成２４年呉市条例第１号）第２条第３号に規定する暴

力団員等である者又はその統制の下にある者は参加できません。 

 

６ 調査の進め方 

(1) 現地見学 

現地見学を希望される方は，別紙３「現地見学申込書」に必要事項を記入の上，電
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子メールでお申し込みください。電子メールの件名は【見学希望】としてください。 

また，現地見学は，原則，１日１事業者を予定していますが，申込者が多数の場合，

複数の事業者一括で実施する場合がありますので，ご了承ください。 

申込期間 令和４年６月２７日（月）～７月２２日（金） 

実 施 日 令和４年７月１日（金）～７月２９日（金）（土・日・祝日を除く。） 

場  所 ビュー・ポートくれ（呉市中通１丁目１番１号） 

申 込 先 ビュー・ポートくれ Email：info@viewportkure-hotel.or.jp 

(2) 対話 

対話への参加希望者は，別紙４「参加申込書」に必要事項を記入の上，電子メール

で提出してください。電子メールの件名は【対話参加】としてください。 

申込期間 令和４年７月２２日（金）～８月３１日（水） 

実 施 日 令和４年８月１日（月）～９月３０日（金）（土・日・祝日を除く。） 

場  所 ビュー・ポートくれ（呉市中通１丁目１番１号） 

申 込 先 ビュー・ポートくれ Email：info@viewportkure-hotel.or.jp 

【注意事項】 

対話時間は，１事業者につき１時間程度を目安に実施します。 

対話参加人数は，１事業者につき３名までとさせていただきます。 

対話の説明に資料を用いる場合は，当日１０部ご持参ください。 

なお，提案資料の著作権は，各提案事業者に帰属しますが，返却はいたしません。 

(3) 活用案の検討 

  全ての対話終了後，対話の内容を踏まえたビュー・ポートの活用の事業化について

検討を行います。 

(4) 調査結果概要の公表  

本市場調査の結果については，その概要を呉市ホームページ等で公表します。 

結果の公表に当たっては，提案事業者のノウハウ等の保護を考慮し，事前にその内

容を提案事業者に個別に確認します。 

なお，提案事業者が特定できる情報（名称等）については公表しません。 

 

７ スケジュール（予定） 

(1)実施の公表 令和４年６月２７日（月） 

(2)現地見学 ※６(1)参照 
令和４年７月１日（金）～７月２９日（金） 

※参加申込受付 令和４年６月２７日（月）～７月２２日（金） 

(3)対話 ※６(2)参照 
令和４年８月１日（月）～９月３０日（金） 

※参加申込受付 令和４年７月２２日（金）～８月３１日（水） 

(4)活用案の検討 令和４年１０月１日～１１月末予定 

(5)調査結果概要の公表 令和４年１２月初旬予定 
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８ 質問等について 

提案のための質問は，対話の実施日まで随時受け付けます。なお，質問の内容によっ

ては，回答に時間を要する場合がありますのでご了承ください。 

また，質問は，「１０問合せ先」までお願いします。 

 

９ その他留意事項 

(1) 対話参加実績 

   本市場調査の結果に基づく公募が実施される場合でも，当該調査への参加実績が公

募における優位性を持つものではありません。 

(2) 費用負担 

   本市場調査に要する全ての費用（資料作成費，交通費等）は，参加事業者の負担と

します。 

(3) 守秘義務 

呉市は，提案資料及び対話内容を，ビュー・ポートの活用を検討する目的以外に使

用しません。 

民間事業者は，調査を通じて得た情報を外部に漏らしてはいけません。 

(4) 事業者のノウハウ・知的財産権の保護 

提案資料は，民間事業者のノウハウ・知的財産権に関する情報であることから，情

報公開の対象としません。 

(5) 追加の対話 

   対話実施後，公募案の検討に際し，必要に応じて追加の対話（文書による照会を含

む。）を行うことがあります。その際はご協力をお願いします。 

(6) その他 

   本市場調査について，不明な点等がありましたら，「１０問合せ先」までお問い合

わせください。 

 

１０ 本市場調査に関する問合せ先 

【ビュー・ポートくれホテルに関して】 

一般財団法人呉海員会館 担当：田中 

〒737-0046 呉市中通１丁目１番１号 

TEL：0823－20－0661 FAX：0823－20－0664 

E-mail：info@viewportkure-hotel.or.jp 

【呉市きんろうプラザに関して】 

呉市産業部商工振興課 担当：山田，久保 

〒737-8501 呉市中央４丁目１番６号 

TEL：0823－25－3814 FAX：0823－25－7592 

E-mail：syoukou@city.kure.lg.jp 

 


